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この広報紙は、点字版とデイジー版（音声のみ）も発行しています。
ご希望の方は県議会事務局政策調査課広報担当（TEL.048-830-6257）にご連絡ください。

再生紙を使用しています。

　はがきに下記のようにご記入の上、6月7日（月）
（当日消印有効）までにお送りください。正解者
の中から抽選でプレゼントを差し上げます。
　当選者の発表は、プレゼントの発送をもって代
えさせていただきます。対象は、埼玉県内に在
住・在勤・在学している方のみとなります。
　県議会ホームページからもご応募いただけます。

【個人情報の取り扱い】応募はがきは、抽選とプレゼントの発送以外の目的には使用いたしません。

１.クイズの答え
２.郵便番号
３.住所
４.�通勤通学先の市町村
名（県外にお住まい
の方のみ）

５.氏名・年齢
６.�埼玉県議会だよりに
関するご意見

県議会ホーム
ページからも
ご応募いただ
けます。 ▶

〇〇に当てはまる言葉は何でしょう。

1面をよーく
読んでね！

令和3年2月定例会では、2月26日・
3月1日の2日間、○○質問が行われました。
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埼玉県議会　 検索

今ご覧の「埼玉県議会だより」は、埼玉
県内の広報紙等を電子書籍で閲覧できる
「ブックシェルフ埼玉」でもご覧いただけ
ます。パソコンやスマートフォン等から
見やすく拡大したり、キーワードを検索
するなど電子書籍ならではの便利な機能
をお使いいただけますので、ぜひご活用
ください。

プレゼント

電子書籍で議会だより
をご覧いただけます

※ブックシェルフ埼玉への最新号掲載は、発行日
より遅れることがあるのでご了承ください。

委員会名 正副委員長 委員

議会運営委員会 定数� 17
◎ 立石　泰広（自民）橋詰　昌児（ 公 明 ）松坂　喜浩（ 県 民 ）岡田　静佳（ 自 民 ）石川　忠義（ 県 民 ）萩原　一寿（ 公 明 ）
○ 宇田川幸夫（自民）秋山　文和（ 共 産 党 ）須賀　敬史（ 自 民 ）中屋敷慎一（ 自 民 ）山本　正乃（民主フォーラム）神尾　髙善（ 自 民 ）
○ 江原久美子（県民）田村　琢実（ 自 民 ）宮崎栄治郎（ 自 民 ）小谷野五雄（ 自 民 ）木村　勇夫（民主フォーラム）

常任委員会

企画財政委員会 定数 12 ◎ 細田　善則（自民）白根　大輔（民主フォーラム）杉田　茂実（ 県 民 ）中川　　浩（ 改 革 ）江原久美子（ 県 民 ）松澤　　正（ 自 民 ）
欠員 １ ○ 千葉　達也（自民）安藤　友貴（ 公 明 ）白土　幸仁（ 自 民 ）田村　琢実（ 自 民 ）長峰　宏芳（ 自 民 ）

総務県民生活委員会 定数 12 ◎ 横川　雅也（自民）並木　正年（ 県 民 ）前原かづえ（ 共 産 党 ）日下部伸三（ 自 民 ）醍醐　　清（ 県 民 ）梅澤　佳一（ 自 民 ）
○ 関根　信明（自民）宇田川幸夫（ 自 民 ）立石　泰広（ 自 民 ）蒲生　徳明（ 公 明 ）髙木　真理（民主フォーラム）本木　　 （ 自 民 ）

環境農林委員会 定数 11 ◎ 吉良　英敏（自民）平松　大佑（ 県 民 ）逢澤圭一郎（ 自 民 ）秋山　もえ（ 共 産 党 ）山根　史子（民主フォーラム）井上　　航（ 県 民 ）
○ 橋詰　昌児（公明）小川真一郎（ 自 民 ）武内　政文（ 自 民 ）諸井　真英（ 自 民 ）小島　信昭（ 自 民 ）

福祉保健医療委員会 定数 12 ◎ 岡田　静佳（自民）金野　桃子（ 県 民 ）町田　皇介（民主フォーラム）松坂　喜浩（ 県 民 ）藤井　健志（ 自 民 ）小久保憲一（ 自 民 ）
○ 渡辺　　大（自民）村岡　正嗣（ 共 産 党 ）山本　正乃（民主フォーラム）神尾　髙善（ 自 民 ）小谷野五雄（ 自 民 ）石渡　　豊（ 公 明 ）

産業労働企業委員会 定数 12 ◎ 永瀬　秀樹（自民）深谷　顕史（ 公 明 ）飯塚　俊彦（ 自 民 ）石川　忠義（ 県 民 ）岡　　重夫（ 県 民 ）荒木　裕介（ 自 民 ）
○ 松井　　弘（自民）水村　篤弘（民主フォーラム）秋山　文和（ 共 産 党 ）木下　高志（ 自 民 ）小林　哲也（ 自 民 ）田並　尚明（民主フォーラム）

県土都市整備委員会 定数 12
◎ 木下　博信（自民）阿左美健司（ 自 民 ）柿沼　貴志（ 県 民 ）宮﨑　吾一（ 自 民 ）守屋　裕子（ 共 産 党 ）中野　英幸（ 自 民 ）
○ 萩原　一寿（公明）新井　一徳（ 自 民 ）高橋　政雄（ 自 民 ）齊藤　正明（ 自 民 ）西山　淳次（ 公 明 ）木村　勇夫（民主フォーラム）

文教委員会 定数 11 ◎ 美田　宗亮（自民）岡村ゆり子（ 県 民 ）八子　朋弘（ 県 民 ）辻　　浩司（民主フォーラム）浅井　　明（ 自 民 ）新井　　豪（ 自 民 ）
○ 山口　京子（自民）岡地　　優（ 自 民 ）中屋敷慎一（ 自 民 ）塩野　正行（ 公 明 ）柳下　礼子（ 共 産 党 ）

警察危機管理防災委員会 定数 11 ◎ 内沼　博史（自民）高橋　稔裕（ 自 民 ）髙木　功介（ 自 民 ）東間亜由子（民主フォーラム）浅野目義英（ 無 所 属 ）鈴木　正人（ 県 民 ）
欠員 １ ○ 権守　幸男（公明）齊藤　邦明（ 自 民 ）須賀　敬史（ 自 民 ）宮崎栄治郎（ 自 民 ）

特別委員会

自然再生・循環社会対策
特別委員会

◎
○
新井　　豪
藤井　健志

（自民）
（自民）

阿左美健司（ 自 民 ）高橋　稔裕（ 自 民 ）柿沼　貴志（ 県 民 ）横川　雅也（ 自 民 ）東間亜由子（民主フォーラム）
定数 13 浅野目義英（ 無 所 属 ）萩原　一寿（ 公 明 ）村岡　正嗣（ 共 産 党 ）醍醐　　清（ 県 民 ）神尾　髙善（ 自 民 ）

小谷野五雄（ 自 民 ）

地方創生 ･行財政改革
特別委員会 定数 13

◎
○
齊藤　邦明
飯塚　俊彦

（自民）
（自民）

平松　大佑（ 県 民 ）逢澤圭一郎（ 自 民 ）松坂　喜浩（ 県 民 ）内沼　博史（ 自 民 ）前原かづえ（ 共 産 党 ）
日下部伸三（ 自 民 ）権守　幸男（ 公 明 ）山本　正乃 （民主フォーラム） 田村　琢実（ 自 民 ）本木　　 （ 自 民 ）
田並　尚明（民主フォーラム）

公社事業対策特別委員会 定数 13
◎
○
須賀　敬史
浅井　　明

（自民）
（自民）

金野　桃子（ 県 民 ）秋山　もえ（ 共 産 党 ）髙木　功介（ 自 民 ）辻　　浩司（民主フォーラム）吉良　英敏（ 自 民 ）
山根　史子 （民主フォーラム） 井上　　航（ 県 民 ）荒木　裕介（ 自 民 ）高橋　政雄（ 自 民 ）小島　信昭（ 自 民 ）
石渡　　豊（ 公 明 ）

少子 ･高齢福祉社会対策
特別委員会 定数 13

◎
○
白土　幸仁
木下　博信

（自民）
（自民）

岡村ゆり子（ 県 民 ）山口　京子（ 自 民 ）関根　信明（ 自 民 ）橋詰　昌児（ 公 明 ）石川　忠義（ 県 民 ）
小久保憲一（ 自 民 ）水村　篤弘（民主フォーラム）柳下　礼子（ 共 産 党 ）長峰　宏芳（ 自 民 ）西山　淳次（ 公 明 ）
木村　勇夫（民主フォーラム）

経済・雇用対策
特別委員会

定数 13 ◎ 小川真一郎（自民）宮﨑　吾一（ 自 民 ）守屋　裕子（ 共 産 党 ）並木　正年（ 県 民 ）岡　　重夫（ 県 民 ）細田　善則（ 自 民 ）
欠員 １ ○ 宇田川幸夫（自民）中野　英幸（ 自 民 ）中屋敷慎一（ 自 民 ）蒲生　徳明（ 公 明 ）髙木　真理 （民主フォーラム） 齊藤　正明（ 自 民 ）

危機管理・大規模災害
対策特別委員会 定数 13

◎
○
新井　一徳
安藤　友貴

（自民）
（公明）

深谷　顕史（ 公 明 ）八子　朋弘（ 県 民 ）杉田　茂実（ 県 民 ）千葉　達也（ 自 民 ）松井　　弘（ 自 民 ）
町田　皇介（民主フォーラム）岡田　静佳（ 自 民 ）永瀬　秀樹（ 自 民 ）秋山　文和（ 共 産 党 ）梅澤　佳一（ 自 民 ）
小林　哲也（ 自 民 ）

人材育成・文化・スポーツ
振興特別委員会

定数 13 ◎ 武内　政文（自民）白根　大輔 （民主フォーラム） 中川　　浩（ 改 革 ）渡辺　　大（ 自 民 ）江原久美子（ 県 民 ）美田　宗亮（ 自 民 ）
欠員 １ ○ 松澤　　正（自民）鈴木　正人（ 県 民 ）立石　泰広（ 自 民 ）塩野　正行（ 公 明 ）諸井　真英（ 自 民 ）宮崎栄治郎（ 自 民 ）

新型コロナウイルス
感染症対策特別委員会 定数 18

◎
○
小島　信昭
本木　　

（自民）
（自民）

金野　桃子（ 県 民 ）岡村ゆり子（ 県 民 ）深谷　顕史（ 公 明 ）秋山　もえ（ 共 産 党 ）千葉　達也（ 自 民 ）
辻　　浩司 （民主フォーラム） 藤井　健志（ 自 民 ）横川　雅也（ 自 民 ）岡田　静佳（ 自 民 ）石川　忠義（ 県 民 ）
荒木　裕介（ 自 民 ）萩原　一寿（ 公 明 ）水村　篤弘 （民主フォーラム） 須賀　敬史（ 自 民 ）中屋敷慎一（ 自 民 ）
田村　琢実（ 自 民 ）

図書室委員会 定数 14
◎
○
飯塚　俊彦
永瀬　秀樹

（自民）
（自民）

山口　京子（ 自 民 ）白根　大輔（民主フォーラム）杉田　茂実（ 県 民 ）髙木　功介（ 自 民 ）橋詰　昌児（ 公 明 ）
東間亜由子（民主フォーラム）前原かづえ（ 共 産 党 ）岡　　重夫（ 県 民 ）白土　幸仁（ 自 民 ）小川真一郎（ 自 民 ）
神尾　髙善（ 自 民 ）小島　信昭（ 自 民 ）

※◎は委員長、〇は副委員長です。　　　令和3年4月21日現在新たな委員会構成

「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」を可決
エスカレーターは安全上、立ち止まった状態で利用するのが正しい利用方法であるとされています。
しかし、歩いて利用する人のために片側を空けておくことが慣例となっており、歩行による利用が日常
的に見られます。エスカレーター上の歩行は、自身が転倒する原因となるだけでなく、接触や衝突によ
りほかの利用者を転倒させる恐れもあり、非常に危険です。
そこで、エスカレーターの安全な利用の促進に関し、県の責務などを明らかにするとともに、エスカ
レーターの利用および管理に関し必要な事項を定めることにより、エスカレーターの安全な利用を確保
し、県民が安心して暮らせる社会を実現するため、本条例案が議員提出され、審議の結果、賛成多数で
可決されました。

（施行：令和3年10月1日）

知事は、管理者に対し周知に関する指導や
助言、勧告をすることができる。

管理者に対する指導など

県の責務
エスカレーターの安全な利用の促進に関す
る施策の実施

立ち止まった状態でエスカレーターを利用
しなければならない。

利用者の義務

利用者に対し、立ち止まった状態でエスカ
レーターを利用すべきことを周知しなければ
ならない。

管理者の義務
エスカレーターの安全な利用に関する理解
と県の施策への協力など

県民の責務


